
議案第５３号 
 

大田原市企業誘致条例の一部を改正する条例の制定について 
大田原市企業誘致条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 
平成３０年６月１１日提出 

 
大田原市長 津 久 井 富 雄 

 



大田原市企業誘致条例の一部を改正する条例 

大田原市企業誘致条例（平成１６年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「誘致」の次に「及び市内立地企業の振興」を加える。 

第２条第６号を同条第７号とし、同条第５号を同条第６号とし、同条第４号を同条第５

号とし、同条第３号中「都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規定

により定められた大田原都市計画の」を削り、同号を同条第４号とし、同条第２号中「農

村地域工業等導入促進法」を「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」に、「工

業等導入地区」を「産業導入地区」改め、同号の次に次の１号を加える。 

⑶ 用途地域 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規定により

定められた大田原都市計画の用途地域 

第３条第１項中「新設する」を「新設し、又は増設する」に改め、同項第３号の次に次

の１号を加える。 

⑷ ホテル等立地奨励金 

別表医療産業等立地奨励金の項、福祉産業等立地奨励金の項及び企業等立地奨励金の項

中「１万円以下」を「１万円未満」に改め、同表企業等立地奨励金の項の次に次のように

加える。 
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次の各号の全てに該当すること。 

⑴ 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２

条第２項に規定するホテル営業又は同条第３項に

規定する旅館営業に係る企業等であること。 

⑵ 暴力団員による不当な行為の防止に関する法

律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定

する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員で

ないこと、及び当該暴力団又は当該暴力団員と密

接な関係を有する企業等でないこと。 

⑶ 次に掲げる要件を満たすホテル又は旅館（風

俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（ 

昭和２３年法律第１２２号）第２条第５項に規定

する性風俗関連特殊営業の用に供する施設を除く 

。）を新設し、又は増設していること。 

ア 新設 用途地域内又は市長が特に必要と認 

める地域に土地を新たに取得し、又は賃借して 

新築したものであって、客室が３０室以上であ 

ること。 

イ 増設 市内で１０年以上ホテル営業又は旅 

館営業をしている企業等であって、客室を１０ 

室以上増設し、増設後の客室が３０室以上であ 

ること。 

⑷ 常時雇用している従業員が５人以上であるこ 

と。 

事業を開始した年の翌年度

（ただし、翌年度に事業所

の新設又は増設に係る固定

資産税が、賦課されない場

合は翌々年度）から５年間

に限り、毎年度交付するも

のとする。奨励金の額は、

事業所の新設又は増設に係

る固定資産税相当額の１０

分の１０以内の金額とし、

１万円未満の端数が生じた

場合は、これを切り捨てた

額とする。ただし、増設の

場合の固定資産税相当額は 

、土地にあっては、増設の

ために新たに取得した土地 

、家屋にあっては、増設し

た部分、償却資産にあって

は、増設した年度と同一年

度において、増設に伴い取

得したものに係るものとす

る。 

附 則 



この条例は、公布の日から施行する。 
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